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一

般

質

問

一

般

質

問
原
発
立
地
４
町

で
福
島
第
一
・

第
二
両
原
発
の
廃
炉
を
国

と
東
京
電
力
に
求
め
る
方

針
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
原
発
立
地
４
町
の

判
断
を
尊
重
し
た
い
と
考

え
ま
す
。

原

の
ಝ
៵
を

町
と
し
て
判
断

す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　

県
・
県
⚑
会
・
原

ᴗ

地
町
も
ಝ
៵
に
۹
Ǡ
⢳
ん

で
い
ま
す
が
、
ಝ
៵
に
ଓ

す
る
町
長
の
見
解
を
ଠ
ね

ま
す
。

県
内
原
発
全
基
廃
炉
に
つ
い
て

遠
藤
町
長
／
立
地
町
の
判
断
を
尊
重

町
長

小
磯

小磯　利雄 議員

商
業
施
設
の
整

備
は
、
町
内
で

再
開
し
た
商
業
施
設
の
事

業
継
続
の
た
め
の
支
援
や

新
た
な
ス
ー
パ
ー
の
誘
致

町
民
の
生
ᘍ
ᦹ

ऴ
ᄏ
ѿ
を
ᬶ


に
、
長
ቃ
の
⤀
難
࿀
ᰳ
を

原
ࡍ
と
し
て
ᑿ
能
低
下
し

た
各
施
設
の
ᑿ
能
を
回
൩

す
べ
き
で
は
な
い
で
す

か
。
ԃ
Χ

に
ど
の
よ
う

に
⢳
め
る
の
で
す
か
。

生
活
環
境
整
備
を
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か

遠
藤
町
長
／
商
業
施
設
の
整
備
や
医
療
体
制
の

強
化
に
重
点
的
に
取
り
組
む

町
長

小
磯

損
害
賠
償
は
町

民
生
活
が
原
発

事
故
以
前
の
生
活
を
取
り

⤀
難
生
ᘍ
を
έ

ҹ
な
く
Ǥ
れ
て

い
る
Ṑ


⇚
᪂
ڽ
Ȃ
˃

ؔ
᧳
に
ଓ
す
る
Х
人
၏
્

✚
ӈ
と
行
政
၏
્
✚
ӈ

を
、
Ǥ
ら
に
ࡘ

✇
᧳
Ჩ

ȓ
ٛ
᪭
費
減
ӣ
、
ⶲ
⢦
⣔

➇
利
用
ᠪ
ᄦ
な
ど
Ӌ
⣈
ဟ

Έ
を
ử
Ữ
す
べ
き
で
は
な

い
で
す
か
。

損
害
賠
償
と
優
遇
措
置
の
継
続
は

遠
藤
町
長
／
強
く
働
き
か
け
を
行
う

町
長

小
磯

担
い
手
へ
の
農

地
の
面
的
集
約

を
進
め
、
農
業
の
後
継
者

育
成
の
支
援
制
度
の
創
設

や
、
６
次
産
業
化
等
を
見

据
え
、
生
産
品
目
の
転
換

や
農
業
の
複
合
化
な
ど
農

家
と
共
に
検
討
し
て
い
き

ま
す
。

࡛
は



を

₥
ᇄ
に
減
ۀ
ಝ

ᓹ
、
╄
֝
Ἧ
݅
、
গ
╄
ᑡ

ك
を
ဝ
⢳
し
、
生
᧳
コ
ス

ɐ
の
低
減
を
ࡖ
Ȝ
う
と
し

て
い
ま
す
が
、
Ǥ
ら
に
ቊ

町
⡕
ૐ
は
⡕
地
の
ყ
ଙ
能

ᖀ
ዓ
と
ⳃ
△
Ⓚ
્
を
Ⓚ
っ

て
い
ま
す
。

　

町
と
し
て
今
ൖ
の
⡕
業

࿑
⅟
ᵾ
を
ଠ
ね
ま
す
。

今
後
の
農
業
振
興
対
策
と
は

遠
藤
町
長
／
農
家
と
共
に
検
討
し
た
い

町
長

小
磯

町
民
に
格
差
な

く
情
報
を
伝
達

し
て
い
く
た
め
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
の
導
入
を
含

め
、
各
情
報
伝
達
手
段
の

評
価
・
検
証
を
行
い
、
情

報
発
信
の
強
化
・
充
実
に

努
め
ま
す
。

ɇ
ɞ
ɴ
゜
ɐ
ᴻ


を
各
ˌ
ే
に

ᠪ
ᄦ
⥎
ళ
す
る
こ
と
で
、

ڊ
時
に
あ
ら
ȕ
る
ษ
अ
の

⥎
信
と
Ȫ
ɻ
ȹ
ィ
ɐ
回
ہ

な
ど
ڿ
方
۹
通
信
が

能

と
な
り
、ἐ
බ
⤀
難
࿀
ᰳ
、

行
政
回
╒
、
生
ᘍ
支
၇
等

に
利
用
Ǥ
れ
る
と
考
え
ま

す
が
、
町
長
の
見
解
を
ଠ

ね
ま
す
。

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
無
料
配
布
せ
よ

遠
藤
町
長
／
伝
達
手
段
の
評
価
・
検
証
を
行
う

町
長

小
磯

今
後
、
県
教
育

員
会
か
ら
町
に

対
し
具
体
的
に
示
さ
れ
、
協

議
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

町
と
し
て
の
支
援
体
制

を
構
築
し
て
い
き
ま
す
。


Ϝ
た
ち
の
ۅ

Ǡ
入
れ
ჹ

ᑿ

関
と
し
て
、
施
設
ゴ
ɗ
ィ

ɑ
Ⱒ
サ
と
人
ቦ

成
ゴ
Ʌ

ɝ
ɐ
Ⱒ
サ
は
ど
の
よ
う
に

ࡖ
る
の
で
す
か
。

中
高
一
貫
校
の
具
体
的
な
内
容
は

遠
藤
町
長
／
今
後
、
県
か
ら
具
体
的
に
示
さ
れ
る

町
長

小
磯

保
健
相
談
体
制
の
３
カ
年
強
化
は

遠
藤
町
長
／
よ
り
多
く
の
方
が
参
加
で
き
る
よ
う
周
知

昨
年
度
は
い
わ

き
市
内
が
９
カ

所
で
４
３
８
回
、
延
べ

３
２
８
０
人
、
町
内
が
１

カ
所
で
３
回
、
延
べ
７
人

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
11
月
末
現

在
、
い
わ
き
市
内
が
９
カ

所
で
３
６
０
回
、
延
べ

２
０
２
０
人
、
町
内
が

５
カ
所
で
29
回
、
延
べ

２
２
４
人
の
参
加
が
あ
り

ま
し
た
。

ᵥ
一
ᓎ
౺
⦕
町

൩
⅟
計
ᨋ
の
中

で
、
ᣀ
に
Є
Ѡ
ᭀ
☐
Χ
֝

は
、
⿂
ȳ
年
計
ᨋ
で
ഁ
ك

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
町
ԑ
、
町
外
に
分
Ǡ

て
利
用
者
の
実
ὧ
を
ଠ
ね

ま
す
。

門
馬

町
長

門馬　まりえ 議員

町民の健康を支える保健センター

保
健
師
の
本
庁
配
置
を

遠
藤
町
長
／
組
織
運
営
の
在
り
方
を
検
証

今
後
、
保
健
師

の
本
庁
舎
配
置

は
、
町
民
ニ
ー
ズ
に
的
確

に
対
応
で
き
る
行
政
サ
ー

ビ
ス
に
配
慮
し
た
組
織
運

営
の
在
り
方
を
検
証
し
、

必
要
な
体
制
整
備
を
図
っ

て
い
き
ま
す
。

⯕
៰
ൖ
、
͒
⚘

を
┶
す
る
ⶲ
⽶

者
の
ᄋ
は
、
ऻ
ף
の
ᣞ
ᗇ

に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

এ
ᐯ
ك
、
ⶲ
度
ك
す
る

町
民
ニ
ィ
ɂ
に
අ
え
る
た

め
に
Є
Ѡ
ృ
を
Є
Ѡ
Ƀ
ɻ

ɇ
ィ
か
ら
ቊ
౸
ԑ
に
⥎
Έ

す
べ
き
で
は
な
い
で
す

か
。 門

馬

町
長

健康な生活が送れるように日々の運動・体操が大切です

戻
せ
る
期
間
ま
で
の
延
長

や
、
被
災
者
救
済
の
た
め

の
新
た
な
支
援
制
度
の
創

設
に
向
け
て
、
関
係
自
治

体
と
の
連
携
の
も
と
強
く

働
き
か
け
を
行
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
固
定
資
産
税

や
医
療
費
減
免
、
高
速
道

路
利
用
料
金
無
料
化
な
ど

の
優
遇
措
置
も
、
損
害
賠

償
同
様
、
国
に
強
く
要
望

し
て
い
き
ま
す
。

等
に
積
極
的
に
努
め
ま

す
。

　

医
療
体
制
の
強
化
は
、

現
在
町
内
に
お
い
て
診
療

を
継
続
・
再
開
し
て
い
る

医
療
機
関
に
対
す
る
診
療

継
続
の
た
め
の
支
援
が
最

優
先
で
あ
り
、
国
及
び
県

に
対
し
て
支
援
策
を
強
く

要
望
し
て
い
き
ま
す
。

　

老
朽
化
し
た
小
滝
平
浄

水
場
を
整
備
す
る
た
め
の

財
政
支
援
を
国
に
求
め
た

い
と
考
え
ま
す
。


	ひろの議会だより120

